
第３７８３号 増刊①福 岡 県 公 報平成 28 年４月８日　金曜日1

定期発行日　毎週火金曜日
〔発行〕〒 812︲8577　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県　総務部行政経営企画課　（電話 092︲643︲3028）
〔作成〕〒 812︲0023　福岡市博多区奈良屋町３番１号　久 野 印 刷 株 式 会 社　（電話 092︲262︲5726）

平
成
二
十
八
年
四
月
八
日

第
三
千
七
百
八
十
三
号

増

刊

①

監
査
委
員

○
福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進

に
関
す
る
職
員
対
応
要
領

（
監
査
委
員
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
一

再

掲

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
薬
務
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
二

○
平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
職
給
料
表
の
経
過

的
特
例
に
関
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
九

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
一
〇

福
岡
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応

要
領
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
八
日

福
岡
県
監
査
委
員

山
下

郎

同

伊
藤

龍
峰

同

行
正

晴
實

同

縣

善
彦

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す

る
職
員
対
応
要
領

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応
要
領
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応

要
領
（
平
成
二
十
八
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
知
事

小

川

洋

福
岡
県
規
則
第
四
十
八
号

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
六
の
項
下
欄
イ
中
「
特
定
毒
物
研
究
者
」
の
下
に
「
（
そ
の
主
た
る
研
究
所
の
所
在
地
が
大
牟

田
市
及
び
久
留
米
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
ハ
、
ニ
及
び
チ
か
ら
ル
ま
で
に
お
い
て
同
じ

再

掲

監
査
委
員

目

次
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。
）
」
を
加
え
る
。

　

別
表
一
一
の
項
上
欄
中
「
一
三
の
項
ロ
」
を
「
一
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
ナ
か
ら
ウ
ま
で
を

削
り
、
同
欄
ヰ
中
「
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

施
行
細
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
欄
中
ヰ
を
ナ
と
し
、
ノ
を
ラ
と
し
、
オ
を
ム
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
三
級
以
上
」
を
「
二
級
以
上
」
に
、
「
三
級
十
三
号
給
」
を
「
二
級
二

十
九
号
給
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
三
級
十
三
号
給
」
を
「
二
級
二
十
九
号
給
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
十
級
、
九
級
、
八
級
及
び
七
級
」
を
「
九
級
、
八
級
、
七
級

及
び
六
級
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
九
級
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
条
第
四
項
」

を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
育
児
休
業
職
員
」
の
下
に
「
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期

間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ

る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
八
条
中
「
区
分
」
の
下
に
「
及
び
そ
の
者
の
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結

果
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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別表第２（第19条の3関係）

給 料 表 職    員 加 算 割 合 

行 政 職 給 料 表 

職務の級９級、８級及び７級の職員 100分の20 

職務の級６級及び５級の職員 

100分の15（職務の級５級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の10） 

職務の級４級及び３級の職員 

100分の10（職務の級３級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の５） 

職務の級２級の職員 100分の５ 

医療職給料表(一) 

職務の級４級及び３級の職員 

100分の15（職務の級４級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の20） 

職務の級２級の職員 100分の10 

職務の級１級の職員（人事委員会が定

める職員に限る。） 
100分の５ 

医療職給料表(二) 

職務の級８級の職員 100分の20 

職務の級７級及び６級の職員 100分の15 

職務の級５級の職員 100分の10 

職務の級４級の職員及び３級の職員

（人事委員会が定める職員に限る。） 

100分の５（職務の級４級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の10） 

医療職給料表(三) 

職務の級６級の職員 100分の15 

職務の級５級の職員 100分の10 

職務の級４級の職員及び３級の職員

（人事委員会が定める職員に限る。） 

100分の５（職務の級４級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の10） 

研 究 職 給 料 表 

職務の級５級の職員 
100分の15（人事委員会が別に定める

職員にあつては100分の20） 

職務の級４級及び３級の職員 

100分の10（職務の級４級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の15） 

職務の級２級の職員（人事委員会が定

める職員に限る。） 
100分の５ 

公 安 職 給 料 表 

職務の級８級の職員 
100分の20（人事委員会が別に定める

職員にあつては100分の15） 

職務の級７級及び６級の職員 100分の15 

職務の級５級の職員 100分の10 
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職務の級４級及び３級の職員 

100分の５（職務の級４級の職員のう

ち人事委員会が別に定める職員にあ

つては100分の10） 

教育職給料表(二) 

教育職給料表(三) 

職務の級４級の職員 
100分の15（人事委員会が別に定める

職員にあつては100分の20） 

職務の級３級の職員 
100分の10（人事委員会が別に定める

職員にあつては100分の15） 

職務の級特２級の職員 
100分の５（人事委員会が別に定める

職員にあつては100分の10） 職務の級２級の職員（人事委員会が定

める職員に限る。） 

任期付職員条例

第４条第１項の

給料表 

５号給以上の号給及び任期付職員条

例第４条第３項の規定により決定さ

れた給料月額（育児短時間勤務職員等

にあつては、育児休業条例第１７条第

１項の規定による給料月額）を受ける

職員 

100分の20 

４号給及び３号給を受ける職員 100分の15 

２号給及び１号給を受ける職員 100分の10 

任期付研究員条

例第５条第１項

の給料表 

５号給以上の号給及び任期付研究員

条例第５条第５項の規定により決定

された給料月額（育児短時間勤務職員

等にあつては、育児休業条例第１７条

第１項の規定による給料月額)を受け

る職員 

100分の20 

４号給及び３号給を受ける職員 100分の15 

２号給及び１号給を受ける職員 100分の10 

任期付研究員条

例第５条第２項

の給料表 

すべての職員 100分の５ 

備考 １ この表の給料表欄の給料表（教育職給料表(二)及び教育職給料表(三)に限る。）に
対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の１
級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事
委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の５と定められている職
員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。 

２ 給料表の適用を異にして異動した職員（異動後においてこの表に掲げられている職
員に限る。）で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののう
ち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要
と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の５を加えた加算割合が定め
られている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。 
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員
の
勤
勉
手
当
の
成

績
率
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に

関
す
る
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
勤
勉
手
当
に
人
事
評
価
の
結
果
を
反
映
す
る
職
員
）

３　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
福
岡
県
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号
）
附
則
第
四

条
の
人
事
委
員
会
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
職
員
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

備
考　

こ
の
表
中
「
管
理
職
手
当
の
区
分
」
と
は
、
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
管
理
職
手
当
の
区
分

を
い
う
。

４　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
四
号
）
附

則
第
四
条
の
人
事
委
員
会
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
員
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
職
給
料
表
の
経
過
的
特
例
に
関
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
職
給
料
表
の
経
過
的
特
例

　
　
　

に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
安
職
給
料
表

の
経
過
的
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

警
察
職
員
給
与
条
例　

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条

例
第
五
十
号
）
を
い
う
。

　

二　

警
察
職
員
改
正
条
例　

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号
）
を
い
う
。

　

三　

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条　

警
察
職
員
改
正
条
例
附
則
第
七
条
を
い
う
。

　

四　

給
与
条
例
施
行
規
則　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
を
い
う
。

給
料
表

職　
　
　
　
　
　

員

行
政
職
給
料
表

職
務
の
級
九
級
、
八
級
、
七
級
及
び
六
級
の
職
員

医
療
職
給
料
表
㈠

職
務
の
級
四
級
の
職
員
及
び
三
級
の
職
員
（
管
理
職
手
当
の
区
分
三
種
及
び
四
種

の
職
に
あ
る
も
の
又
は
参
事
の
職
に
あ
る
も
の
に
限
る
。）

医
療
職
給
料
表
㈡

職
務
の
級
八
級
及
び
七
級
の
職
員
並
び
に
六
級
の
職
員
（
管
理
職
手
当
の
区
分
三

種
、
四
種
及
び
五
種
の
職
に
あ
る
も
の
又
は
参
事
の
職
に
あ
る
も
の
に
限
る
。）

医
療
職
給
料
表
㈢

職
務
の
級
六
級
の
職
員
（
参
事
の
職
に
あ
る
も
の
に
限
る
。）

研
究
職
給
料
表

職
務
の
級
五
級
の
職
員

給
料
表

職　
　
　
　
　
　

員

教
育
職
給
料
表
㈡

職
務
の
級
四
級
の
職
員

教
育
職
給
料
表
㈢

職
務
の
級
四
級
の
職
員

行
政
職
給
料
表

職
務
の
級
六
級
の
職
員

医
療
職
給
料
表
㈡

職
務
の
級
六
級
の
職
員
（
参
事
の
職
に
あ
る
も
の
に
限
る
。）



第３７８３号 増刊①福 岡 県 公 報平成 28 年４月８日　金曜日 6

　

（
退
職
手
当
の
調
整
額
に
係
る
職
員
の
区
分
）

第
八
条　

特
五
級
適
用
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
第
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
職
員
の

区
分
は
、
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
別
表
ハ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第
六
号
の
公
安
職
給
料
表
の
適

用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の
に
適
用
さ
れ
る
区
分
と
同
じ

区
分
と
す
る
。

　

（
補
則
）

第
九
条　

こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

五　

初
任
給
規
則　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三�

十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
を
い
う
。

　

六　

退
職
手
当
条
例
施
行
規
則　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
を
い
う
。

　

七　

特
五
級
適
用
職
員　

警
察
職
員
改
正
条
例
附
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
警
察
職
員
改
正
条
例

附
則
別
表
第
四
公
安
職
特
例
給
料
表
を
適
用
さ
れ
そ
の
職
務
の
級
を
同
給
料
表
に
掲
げ
る
特
五
級

と
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

　

八　

昇
格　

特
五
級
適
用
職
員
の
職
務
の
級
を
警
察
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
公
安
職
給
料
表
の
六

級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。

　

九　

降
格　

特
五
級
適
用
職
員
の
職
務
の
級
を
警
察
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
公
安
職
給
料
表
の
五

級
又
は
同
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。

　

（
昇
格
の
際
の
号
給
）

第
三
条　

昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
昇
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給

に
対
応
す
る
別
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
の
昇
格
後
の
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

　

（
降
格
の
際
の
号
給
）

第
四
条　

降
格
の
際
の
号
給
は
、
初
任
給
規
則
第
二
十
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
昇
給
）

第
五
条　

特
五
級
適
用
職
員
の
昇
給
は
、
初
任
給
規
則
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）

第
六
条　

特
五
級
適
用
職
員
の
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
は
、
初
任
給
規
則
第
三
十
六
条
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
加
算
割
合
）

第
七
条　

特
五
級
適
用
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
特
五
級
適
用
職
員

を
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
五
項
の
行
政
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

で
、
行
政
職
給
料
表
二
級
二
十
九
号
給
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
と
し
、
給
与
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
の
公
安
職
給
料
表
の
職
員
欄
に
定
め
る
職
務
の

級
五
級
の
職
員
に
適
用
さ
れ
る
割
合
と
同
じ
割
合
を
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
五
項
の
百
分

の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。
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別表（第３条関係）　昇格時号給対応表

昇格後の号給

６ 級

1 41
2 42
3 43
4 44
5 45
6 46
7 47
8 48
9 49
10 50
11 51
12 52
13 53
14 54
15 55
16 56
17 57
18 58
19 59
20 60
21 61
22 62
23 63
24 64
25 65
26 65
27 65
28 66
29 66
30 66
31 67
32 67
33 67
34 68
35 68
36 68
37 68
38 68
39 68
40 68
41 68
42 68
43 68
44 69
45 69
46 69
47 69
48 69
49 69
50 69
51 69
52 69
53 69
54 69
55 69
56 70
57 70
58 70
59 71
60 71
61 71
62 71
63 71
64 71
65 72

昇格した日の前日
に受けていた号給
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福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
趣
旨
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
八
条
」
、
「
第
六
条
」
及
び
「
第
七
条

」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
条
例
の
実
施
」
を
「
職
員
（
学
校
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
限
」

に
、
「
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
定
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
処
分
説
明
書
の
交
付
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
職
員
の
降
任
、
免
職
又

は
休
職
の
処
分
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
説
明
書
（
様
式
）
を
交
付
し

た
と
き
」
を
「
、
前
項
の
処
分
説
明
書
を
交
付
し
た
と
き
」
に
、
「
、
当
該
説
明
書
の
写
一
通
」
を
「

、
当
該
処
分
説
明
書
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え

、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

任
命
権
者
は
、
職
員
の
降
任
、
免
職
、
休
職
又
は
降
給
の
処
分
を
行
っ
た
場
合
の
法
第
四
十
九
条

に
規
定
す
る
説
明
書
の
交
付
は
、
処
分
説
明
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
、
県
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
一
項
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
三
項
又
は
警
察

職
員
分
限
条
例
第
四
条
第
一
項
」
を
「
、
県
職
員
分
限
条
例
第
八
条
第
一
項
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第

八
条
第
三
項
又
は
警
察
職
員
分
限
条
例
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
（
学
校
職
員
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
降
任
、
免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
し
た
場
合
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
職
員
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
「
、
県
職
員
分
限
条
例
第
四
条
第
二
項
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
四
条
又
は
警
察
職
員
分
限
条

例
第
三
条
第
二
項
」
を
「
、
県
職
員
分
限
条
例
第
七
条
第
二
項
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
七
条
第
一
項

又
は
警
察
職
員
分
限
条
例
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
、
医
師
に
対
し
」
を
削
り
、
「
診
断
書
の
作

成
を
委
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
診
断
書
を
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
指
導
そ
の
他
の
措
置
）

第
三
条

県
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
一
号
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
一
号
及
び
警
察
職
員
分

限
条
例
第
四
条
第
二
号
（
同
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
職
員
の
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
四
号

事

務

局

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

簑

田

孝

行

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
給
与
公
平
課
の
項
中
第
四
十
七
項
を
第
四
十
九
項
と
し
、
第
四
十
六
項
を
第
四
十
八
項
と

し
、
第
四
十
五
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

簑

田

孝

行

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

四
十
六　

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
職
給
料
表
㈡
の
経
過
的
特
例
に
関

す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
に
基
づ
く
次
の
事
務

１　

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
別
段
の
取
扱
い
を
承

認
す
る
こ
と
。

四
十
七　

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
職
給
料
表
の
経
過
的
特
例
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
に
基
づ
く
次
の
事
務

１　

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
別
段
の
取
扱
い
を
承

認
す
る
こ
と
。
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福
岡
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
、
別
表
第
三
の
職
員
欄
に
掲
げ
る
職
員
が
就
い
て
い
る
職
」
を
「
、
次
の
一
号
又

は
二
号
に
掲
げ
る
職
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

一　

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
が
就
い
て
い
た
職

　

イ　

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ

て
い
た
（
以
下
「
平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
」
と
い
う
。
）
福
岡
県

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
県
職
員
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
一
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
福
岡
県
警
察
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
警
察
職
員
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
の
行
政
職
給
料
表
並
び
に
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与

に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
。
以
下
「
企
業
職
員
給
与

規
程
」
と
い
う
。
）
の
企
業
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級

が
七
級
以
上
で
あ
っ
た
も
の
及
び
六
級
で
あ
っ
た
も
の
（
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
及
び
企
業
職
員
給
与
規
程
の

管
理
職
手
当
の
区
分
（
以
下
「
管
理
職
手
当
の
区
分
」
と
い
う
。
）
が
三
種
、
四
種
及
び
五
種

で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ロ　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
県
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
㈠

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
及
び
三
級
で
あ
っ

た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
三
種
及
び
四
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ハ　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
県
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条

例
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
っ
た
も
の
及
び
六
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
三
種

、
四
種
及
び
五
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ニ　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
県
職
員
給
与
条
例
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
の
医
療
職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
措
置
と
す
る
。

　

一　

当
該
職
員
の
上
司
そ
の
他
の
当
該
職
員
以
外
の
職
員
が
、
注
意
又
は
指
導
を
繰
り
返
し
行
う
こ

と
。

　

二　

当
該
職
員
の
転
任
そ
の
他
の
当
該
職
員
が
従
事
す
る
職
務
を
見
直
す
こ
と
。

　

三　

当
該
職
員
の
職
務
遂
行
能
力
の
改
善
を
目
的
と
し
た
研
修
の
受
講
を
命
ず
る
こ
と
。

　

四　

そ
の
他
当
該
職
員
の
職
務
遂
行
能
力
の
改
善
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
措
置
を
行
う
こ
と
。

第
四
条　

県
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
三
号
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
三
号
及
び
警
察
職
員
分

限
条
例
第
四
条
第
二
号
（
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
職
員
が
そ
の
職
務
の
級
に
分
類

さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
適
格
性
を
判
断
す
る
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
事

実
に
基
づ
き
当
該
適
格
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
す
る
人
事
委
員

会
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
と
す
る
。

　

一　

当
該
職
員
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

　

二　

当
該
職
員
が
行
方
不
明
の
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
の
確
認
そ

の
他
の
適
格
性
を
欠
い
た
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

措
置
を
行
う
こ
と
。

第
五
条　

県
職
員
分
限
条
例
第
六
条
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
六
条
及
び
警
察
職
員
分
限
条
例
第
五
条

の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
は
、
第
三
条
に
定
め
る
措
置
と
す
る
。

　

様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
注
の
３
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

��

福
岡
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
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の
区
分
が
五
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ホ　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
県
職
員
給
与
条
例
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
の
研
究
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の

区
分
が
一
種
、
二
種
、
三
種
及
び
四
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

へ　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
学
校
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
四
種
及
び
五

種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ト　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
学
校
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
四
種
及
び
五

種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

チ　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
警
察
職
員
給
与
条
例
の
公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
っ
た
も
の
及
び
七
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当

の
区
分
が
三
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

別
表
第
三
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
務
事
務
厚
生
課
」
に
、
「
県
民
文
化

ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担

た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
五
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ホ　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
県
職
員
給
与
条
例
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
の
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
っ
た

も
の
及
び
四
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
三
種
及
び
四
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限

る
。
）

　

へ　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表

㈡
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当

の
区
分
が
四
種
及
び
五
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ト　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表

㈢
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当

の
区
分
が
四
種
及
び
五
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

チ　

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
の
公
安
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
っ
た
も
の
及
び
七
級
で

あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
三
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）�

　

二　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
が
就
い
て
い
た
職

　

イ　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
」

と
い
う
。
）
県
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給

料
表
並
び
に
企
業
職
員
給
与
規
程
の
企
業
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
っ
た
も
の
及
び
五
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が

四
種
及
び
五
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ロ　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
県
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
っ
た
も
の
及
び
三
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当

の
区
分
が
三
種
及
び
四
種
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ハ　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
県
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
の
医
療
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で

あ
っ
た
も
の
及
び
六
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
の
区
分
が
三
種
、
四
種
及
び
五
種
で
あ

っ
た
も
の
に
限
る
。
）

　

ニ　

平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
県
職
員
給
与
条
例
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表

㈢
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
っ
た
も
の
（
管
理
職
手
当
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当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企

画
主
査
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を��　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
筑
後
い
ず
み
園
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
二
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
校
長　

副
校
長　

庶
務
課
長
」
を
「
校
長　

副
校
長　

庶
務

課
長　

訓
練
第
一
課
長
（
大
牟
田
及
び
小
倉
の
高
等
技
術
専
門
校
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

消
防
学
校

校
長

消
防
学
校

校
長

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

所
長　

支
所
長

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

所
長　

支
所
長

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

所
長


